
千葉県における男女共同参画の現状　　Ⅵ　人権

（１）千葉県における相談，一時保護の状況

図表６３　県における相談受理件数

総数 うちDV 総数 うちDV 総数 うちDV 総数 うちDV

6,810 1,241

(462) (24)

6,542 1,048

(458) (39)

7,306 1,117

(509) (27)

8,016 1,197

(789) (45)

7,253 1,196

(632) (39)

資料出所：千葉県男女共同参画課

※１ 女性サポートセンター及び男女共同参画センターの相談受理件数は専門相談も含む。
※２ 男性のＤＶ相談件数は被害者のみ。

 図表６４　29年度相談形態別件数及び割合

電話相談 うちDV 面接相談 うちDV 総数 うちDV

件数 7,836 2,112 40 37 7,876 2,149

割合 99.5% 98.3% 0.5% 1.7% 100% 100%

件数 6,538 763 715 433 7,253 1,196

割合 90.1% 63.8% 9.9% 36.2% 100% 100%

件数 1,606 995 442 408 2,048 1,403

割合 78.4% 70.9% 21.6% 29.1% 100% 100%

件数 15,980 3,870 1,197 878 17,177 4,748

割合 93.0% 81.5% 7.0% 18.5% 100% 100%

資料出所：千葉県男女共同参画課

   ※相談件数については，男性女性を含む。

　 ※女性サポートセンターの相談については，専門相談を含み，女性のみ。

　 ※男女共同参画センターの相談については，専門相談を含む。

(単位：件）

法律
相談

うちＤＶ
心とからだの

健康
相談

うちＤＶ カウンセリング うちＤＶ
こころの

相談 うちＤＶ

113 89 3 1 695 301 33 20

89 74 1 1 496 181 32 16

111 102 0 0 513 185 34 14

75 64 23 18 501 235 26 9

80 72 0 0 377 180 26 15

資料出所：千葉県男女共同参画課

　　※カウンセリングの件数については，男性女性を含む。
 専門相談は，男女共同参画センター，女性サポートセンターで実施

男女共同参画センター

健康福祉センター

合　計

図表６５　専門相談件数

4,748 27.6%

相談形態 合計

女性サポートセンター
（婦人相談所）※

２９年度 7,876 2,149 2,048 1,403 17,177

1,852 20,164

5,344 25.5%

２８年度 10,091 2,441 2,162 1,687 20,269 5,325 26.3%

２７年度 2,400 2,276 1,827 20,92711,345

平成29年度

１　ＤＶ

○相談件数及び一時保護件数の年次推移

　千葉県における相談件数は１万７千件を超えています。そのうちＤＶについての相談は約５千件あり，
相談件数全体の約３分の１となっています。

区分
女性サポートセンター

（婦人相談所）※１
男女共同参画センター
(　）はうち男性件数※２ 健康福祉センター 合　　計

ＤＶ相談の割合

5,881 29.2%

２６年度 12,112 2,781 2,359 1,710 21,013 5,539 26.4%

２５年度 10,838 2,788 2,516

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

Ⅵ 人権
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千葉県における男女共同参画の現状　　Ⅵ　人権

図表６６　一時保護件数の年次推移

（２）市町村におけるDV相談受理状況
　

婦人
相談所

警　　察 その他

25年度
6,954

(86.8%)
730

(9.1%)
92

(1.1%)
56

(0.7%)
185

(2.3%)

26年度
8,463

(87.7%)
766

(7.9%)
102

(1.1%)
64

(0.7%)
253

(2.6%)

27年度
7,872

(84.0%)
1,154

(12.3%)
71

(0.8%)
69

(0.7%)
209

(2.2%)

28年度
8,147

(87.7%)
844

(9.1%)
66

(0.7%)
78

(0.8%)
162

(1.7%)

29年度
7,648

(86.6%)
822

(9.3%)
96

(1.1%)
68

(0.8%)
198

(2.2%)

資料出所：千葉県男女共同参画課
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(52.7%)
4,436
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9,297
4,420

(47.5%)
4,877
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8,017
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他 機 関 へ の 引 継

図表６７　市町村におけるDV相談受理状況 (単位：件）

資料出所：千葉県男女共同参画課

　平成30年４月現在、54市町村全てにおいてＤＶ相談窓口を整備しています。また，市町村では，相談
窓口以外でもＤＶ相談を受け付けており，ここ数年のＤＶ相談の総数は９千件前後となっています。
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千葉県における男女共同参画の現状　　Ⅵ　人権

（３）千葉県警察におけるＤＶ事案の取扱状況

婚姻 1,034 87.8% 女性 1,155 98.0%
内縁 144 12.2% 男性 23 2.0%
婚姻 1,939 86.8% 女性 2,079 93.0%
内縁 296 13.2% 男性 156 7.0%
婚姻 1,681 88.8% 女性 1,787 94.4%
内縁 213 11.2% 男性 107 5.6%
婚姻 1,860 79.0% 女性 2,155 91.5%
内縁 494 21.0% 男性 199 8.5%
婚姻 2,176 79.8% 女性 2,389 87.6%
内縁 551 20.2% 男性 338 12.4%
婚姻 2,634 79.6% 女性 2,673 80.7%
内縁 677 20.4% 男性 638 19.3%
婚姻 2,534 80.1% 女性 2,516 79.5%
内縁 631 19.9% 男性 649 20.5%

（単位：件）

事件化 防犯指導
加害者への
指導警告

他機関
引継

保護命令
制度教示

援助 その他

42 988 314 153 602 314 359

240 1925 1017 227 1212 541 611

163 1,861 851 173 832 490 606

242 2,336 1,176 228 980 587 579

238 2,717 1,509 777 800 560 530

287 3,266 1,993 320 498 267 734

253 3,133 2,033 328 466 223 812

（４）保護命令の発令状況
　

資料出所：最高裁判所事務総局民事局　（千葉県男女共同参画課）

※ＤＶ防止法施行から平成30年3月までの累計

5 仙台 1,082

3 東京 1,690

4 千葉 1,134

1 大阪 3,932

2 神戸 1,744

資料出所：千葉県警察本部

　平成13年10月の「ＤＶ防止法」の施行により，被害者の安全確保のため，裁判所は，被害者の申立てに
より加害者を被害者から引き離す「保護命令」が出せることになりました。
　平成13年10月～30年3月までの千葉地方裁判所管内の保護命令発令件数は1,134件で，全国で4番目となっ
ています。

図表７０　保護命令の発令状況 （単位：件）

順位 地方裁判所管内 保護命令発令件数

27年 7,131

28年 7,365

24年 5,773

25年 4,976

26年 6,128

資料出所：千葉県警察本部

図表６９　千葉県警察における措置状況（複数計上）

計

23年 2,772

27年 2,727

28年 3,311

29年 3,165

※26年以降は，内縁の件数に，同棲関係にある件数を含む（26年にDV防止法が一部改正され，同棲関係にある相手からの暴力が
　 DV事案の対象となったため）。

24年 2,235

25年 1,894

26年 2,354

総　数（対応票作成件数） 加害者との関係 被害者の性別

23年 1,178

図表６８　千葉県警察におけるＤＶ事案の相談受理状況 (単位：件）

　千葉県警察における平成29年のＤＶ事案の相談件数は3,165件で，前年と比べ減少しています。
そのうち加害者と婚姻関係（元婚姻関係を含む。）にあるものが約８割であり，被害者は女性が
多くなっています。
　また，加害者への指導警告，他機関引継等の措置件数は増加しています。

29年 7,248
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千葉県における男女共同参画の現状　　Ⅵ　人権

２　性犯罪(女性に対する性的暴行事案等）

（１）相談件数

図表７１　千葉県警察本部相談サポートコーナーで受理した性犯罪の相談件数の推移

資料出所：千葉県警察本部

（２）性犯罪の認知件数

図表７２　強制性交等・強制わいせつの認知件数（千葉県）

資料出所：千葉県警察本部

  千葉県における平成29年の強制性交等の認知件数は55件で，強制わいせつの認知件数は305件であり，
前年と比べ，強制性交等の認知件数は増加していますが，強制わいせつの認知件数は減少しています。

　千葉県警察本部相談サポートコーナーで受理した性犯罪の相談件数は，下のグラフのとおりです。
　性犯罪は，犯罪被害者の心理的ダメージが大きく，他人に相談しにくいことから相談をためらうなど，
潜在性が高いといわれています。
　千葉県警察本部では，女性専用の犯罪被害等の相談窓口「女性被害110番」を運用していたところ，平成
29年8月3日から性犯罪被害者がより相談しやすい体制を構築するため，各都道府県警察の性犯罪被害者相
談電話窓口につながる全国共通の短縮ダイヤル番号「#8103（ハートさん）」を導入したものです。#8103
にダイヤルすると発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯罪相談窓口につながります。性犯罪被
害者に対して「あなたの心（ハート）に寄り添う相談電話があるから相談してみて」という思いを込め，
性犯罪110番を設けて性犯罪被害に関する相談対応をしています。

※　刑法の一部が改正（平成29年7月13日施行）され，強姦の罪名，構成要件等が改められたことに伴い，「強姦」を「強制性交等」に
　　 変更した。
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図表７３　売春防止法違反の送致状況（千葉県）

資料出所：千葉県警察本部

３　ストーカー

図表７４　ストーカー事案の認知件数及び措置状況（千葉県） （単位：件）

計 他法令

42 41

124 106

110 79

80 56

87 58

113 86

84 64

資料出所：千葉県警察本部

※ストーカー規制法によらない措置は，複数計上である。

平成27年 529 140 847

20

平成26年 600 157 916

平成28年 651 122 1,031

平成25年 550 115 677

43 552

平成24年 971 159 1,140

平成23年 456

  千葉県における平成29年のストーカー事案の認知件数は731件であり，前年と比べ増加していますが，
検挙件数は減少しています。
　また，ストーカー規制法による警告等の行政措置の件数は減少していますが，ストーカー規制法に
よらない防犯指導等の措置の件数は増加しています。

認知件数
検　　挙 ストーカー規制法に

よる行政措置
（警告・援助）

ストーカー規制法に
よらない措置

（防犯指導・警ら等）

平成29年 731 86 1,142
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図表７５　千葉労働局におけるセクシュアル・ハラスメントの相談・指導件数の推移（千葉県・全国）

セクシュアルハラスメント相談・行政指導件数

・セクシュアルハラスメントについて，平成27年度以前と平成28年度以降で算定方法が異なるため，単純比較できない。

・相談者の男女別の件数は把握していない。

資料出所：千葉労働局雇用環境・均等室

４　セクシュアル・ハラスメント

　平成19年４月１日に改正男女雇用機会均等法が施行され，事業主に義務づけられてきた職場における
セクシュアル・ハラスメントに関して雇用管理上必要な措置が拡充されるとともに, 紛争解決の援助
制度が利用できるようになりました。そのため, 平成19年度に相談件数が急増し，その後は減少傾向に
あります。
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図表７６　女性の人権が侵害されていると感じること（千葉県）

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査」（平成26年10月）

５　女性の人権が侵害されていると感じること

　｢男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査（平成26年）」において,女性の人権が侵害されてい
ると感じるのはどのようなことかを聞いたところ，男女とも「レイプ（強姦）などの性暴力」と回答して
いる割合が最も高く，次いで｢職場等におけるセクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）」となって
います。「夫婦生活における一方的セックスの強要」で，3.6ポイント女性の方が高くなっているものの，
全体的に男女差は小さくなっています。
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